
三重県　雇用経済部　企業誘致推進課

令和６年４月

※立地にあたっては、計画段階より充分に関係部署と協議を行ってください。
操業にあたっての関係法令については、別途協議を行ってください。

企業立地に係る関係法令



企業立地に係る関係法令



企業立地に係る関係法令体系

関係法令名 頁数 関係法令名 頁数

土地取引 国土利用計画法

森林法

都市計画法

景観法、三重県景観づくり条例

建築基準法

土地造成 自然公園法

三重県立自然公園条例

三重県自然環境保全条例

土壌汚染対策法 工場立地届 工場立地法 23

環境保全 三重県環境影響評価条例

三重県公害事前審査会条例

三重県環境影響評価条例 7

森林法 大気汚染防止法

農業振興地域の整備に関する法律 ダイオキシン類対策特別措置法

農地法 11

公共用財産に関する市・町の条例

道路法

河川法 悪臭防止法

海岸法、同法施行令 騒音規制法

三重県一般海域等管理規則 振動規制法

港湾法、同法施行令

水質汚濁防止法

三重県漁港管理条例 水道法

砂防法

河川法施行令

地すべり等防止法

保安 高圧ガス保安法

消防法

三重県土採取規制条例 労働安全 労働安全衛生法 33

都市計画法

毒物及び劇物取締法 ―

食品衛生法 ―

景観法、三重県景観づくり条例

文化財保護法

三重県（関係市町）文化財保護条例

33

操業にあ
たっての関
係法令

そ
の
他

工
場
の
建
設

27

三重県ユニバーサルデザイン
のまちづくり推進条例

21

確認
申請等

三重県生活環境の保全に関する
条例（地下水採取の規制）

三重県生活環境の保全に関
する条例（騒音関係）

三重県生活環境の保全に関
する条例（ばい煙、粉じん、炭
化水素系物質関係）

31

23

25

区分

廃棄物の処理及び清掃に関
する法律、三重県産業廃棄物
の適正な処理の推進に関する
条例

区分

三重県生活環境の保全に関
する条例

三重県の管理する港湾の臨
港地区内の分区における構
築物の規制条例

三重県土砂等の埋立て等の
規制に関する条例

5

三重県水源地域の保全に関
する条例

3

港湾区域及び港湾隣接地域
内における行為の規制に関す
る規則

13
29

工
場
用
地
の
取
得

15

17

19

9

鳥獣の保護及び管理並びに
狩猟の適正化に関する法律

1

1

建築物のエネルギー消費性
能の向上等に関する法律

三重県生活環境の保全に関
する条例（水質関係）

三重県生活環境の保全に関
する条例（振動関係）

漁港及び漁場の整備等に関
する法律

急傾斜地の崩壊による災害の
防止に関する法律

土砂災害警戒区域等におけ
る土砂災害防止対策の推進
に関する法律

三重県ユニバーサルデザイン
のまちづくり推進条例

三重県宅地開発事業の基準
に関する条例

三重県小規模水道条例



項目 根拠法令等 対象（条件） 担当窓口
・県水資源・地域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ課

国土利用計画法 ・各市町

昭４９．６．２５

法律第９２号

・各市町

森林法

昭２６．６．２６

法律第２４９号

・県みどり共生推進課
三重県水源地域の保全に関する条例 ・県各農林（水産）事務所

平２７．７．１０
条例第４５号

項目 根拠法令等 対象（条件） 担当窓口
・環境省各管理(官)事務所

自然公園法

昭３２．６．１
法律第１６１号

三重県立自然公園条例

昭３３．３．３１
条例第２号

・県みどり共生推進課

三重県自然環境保全条例

平１５．３．１７
県条例第２号 　普通地区においては、知事に届出が必要である。

・県各農林（水産）事務所

　１haを超える規模の自然地（樹林地、農地、湿地、湖
沼等をいう。）が含まれた開発行為（宅地・運動施設・
娯楽施設・墓地等の用地造成、鉱物の採掘又は土砂
の採取、土地の開墾、水面の埋立て又は干拓、発電
施設の設置等）を行う場合、あらかじめ知事に届出が
必要である。

・県みどり共生推進課
・県各農林（水産）事務所

・県各農林（水産）事務所

　　地域森林計画の対象となっている民有林につい
て、新たに当該森林の土地の所有者となった者は、そ
の土地の所在する市町長へ届出書を提出しなければ
ならない。

土
地
取
引

土
地
造
成

　自然環境保全地域の特別地区内で、工作物新改増
築、土地形状変更、木竹の伐採等を伴う行為を行う場
合、あらかじめ知事の許可が必要であり、規則で定め
る基準により許否の判断が行われる。

　自然公園特別地域等内で、工作物新改増築、土地
形状変更、木竹の伐採、広告物設置等の現状変更を
伴う行為を行う場合、あらかじめ環境大臣又は知事の
許可が必要であり、審査指針により許否の判断が行
われる。

　普通地域については、環境大臣又は知事に届出が
必要である。

　一定規模（市街化区域２，０００㎡、市街化区域以外
の都市計画区域にあっては、５，０００㎡、都市計画区
域以外の区域にあっては１０，０００㎡)以上の面積の
一団の土地の取得等（予約を含む。）については、そ
の土地の所在する市町長を経由して知事に届け出を
すること。

　ただし、国土利用計画法第２３条第１項の規定による
届け出をした場合は、届出書の提出を要しない。

　水源地域に指定されている土地について、土地の所
有権等の移転等が伴う契約をしようとするときは、当
該契約を締結しようとする３０日前までに、知事に届出
をすること。
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提出時期 備考
契約後２週間以内

（契約日を含む）

契約の権利取得者

(2)勧告に従わないと公表
（各市町）

　（法第１０条の７の２）

契約締結の30日前 土地の所有権等の移転等の

届出
（条例第1２条）

提出時期 備考
工事着手前

自然公園法、三重県立自然公園条例

特別地域
国立・国定公園 （国立）

（法第２０条第３項、２１条第３項、

２２条第３項）

県立自然公園
（条例第１６第４項）

普通地域 （国定・県立）

国立・国定公園

（法第３３条）
県立自然公園
（条例第２６条）

工事着手前
（特別地区）

特別地区
　（条例第１１条第４項）
普通地区
　（条例第１３条第１項）

（普通地区）

工事着手の３０日前 開発行為の届出 （環境影響評価対象事業）

（条例第３４条第１項）

（環境影響評価対象事業以外）

事務の流れ

事務の流れ

自然環境保全地域内における
行為の制限（普通地区は工事

着手の３０日前）

自然公園区域内における行為
の制限（普通地域は工事

着手の３０日前）

土地の所有者と
なった日から90日
以内

森林の土地の所有者となった
旨の届出等

　土地に関する権利の移転等
の届出制（法第２３条第１項） 権 利 所 得 者

勧

告

(1)利用目的が不適当な場合
は市町受理から３週間以内に
勧告（延長理由を通知した場
合は６週間以内）

市　　町

水資源・地域プロジェクト課

事業者 環境省各管理（官）事務所

各農林（水産）事務所事業者

届 出 者

各市町担当課

三重県水源地域の保全に関する条例

各農林（水産）事務所土地所有者

事業者 みどり共生推進課

事業者 各農林（水産）事務所

事業者 みどり共生推進課

各農林（水産）事務所事業者

届出

（意見書） 土地利用
審 査 会

意見

諮問

申請・届出

申請・届出

許可（申請の場合）

申請

通知書

届出

通知書

事前相談

通知

届出

事前相談

通知

届出

届出

届出

許可（申請の場合）
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項目 根拠法令等 対象（条件） 担当窓口

・四日市市

平成１4年
法律第５３号

・四日市市

（土壌・地下水汚染関係）
平成１３年

県条例第７号

　

・四日市市

・県各地域防災総合事務
所・地域活性化局

土
地
造
成

「第３条関係」
　法第３条第１項ただし書の確認を受けた土地の所有
者等は、900㎡以上の土地の形質変更をし、又はさせ
るときは、あらかじめ知事に届け出なければならない。
　上記の届出をした場合、知事は土壌汚染状況調査を
実施し、その結果を報告するよう命じることになりま
す。

「第４条関係」
　3,000㎡（現に有害物質使用特定施設が設置されて
いる工場又は事業場の敷地等にあっては900㎡）以上
の土地の形質を変更しようとする者は、変更に着手す
る日の30日前までに、知事に届け出なければならな
い。
 　また、届け出された土地に土壌汚染のおそれがある
場合、知事は土壌汚染状況調査を実施し、その結果を
報告するよう命じることができます。

　土地の所有者等は3,000㎡（現に有害物質使用特定
施設が設置されている工場等の敷地又は有害物質使
用特定施設が廃止された工場等の敷地にあっては
900㎡）以上の土地の形質変更を行おうとするときは、
当該土地における特定有害物質の製造、使用、その
他の取扱いを行っていた工場等の設置の状況、土地
の利用の状況等について調査し、その結果を記録しな
ければならない。

三重県生活環境の保全に
関する条例

　上記調査の結果、特定有害物質の製造、使用、その
他の取扱いを行っていた工場等が設置されていた場
合は、当該土地の土壌及び地下水の汚染状況を調査
し、その結果を記録しなければならない。

土壌汚染対策法

・県各地域防災総合事務
所・地域活性化局

　有害物質使用特定施設を設置する工場等の土地の
所有者等は、300㎡以上の形質変更を行おうとすると
きは、当該土地の土壌の汚染状況を調査し、その結果
を記録しなければならない。

　土地所有者等は、土壌溶出量基準、土壌含有量基
準又は地下水基準を超える特定有害物質による汚染
を発見した場合は、速やかに当該汚染の状況及び汚
染の拡散を防止するための応急措置について、知事
に届け出なければならない。

・県各地域防災総合事務
所・地域活性化局
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提出時期 備考 事務の流れ

あらかじめ 「第３条関係」

（法第3条第7項）

工事着手の３０日前 「第４条関係」

（法第４条第１項）

速やかに 土地の形質変更時の調査等
（条例第72条の２第１項）

土地の形質変更時の調査等
（条例第72条の２第２項）

（条例第72条の３第2項）
※四日市市内においては市で事務処理

速やかに 土壌又は地下水の特定物質
による汚染発見時の届出等

（条例第７２条の４第１項、第２
項）

一定の規模以上の土地の形
質の変更の届出

一定の規模以上の土地の形
質の変更の届出

事業者
県各地域防災総合事務所・

地域活性化局

関係市町

事業者
県各地域防災総合事務所・

地域活性化局

事業者
県各地域防災総合事務所・

地域活性化局

　　※四日市市内においては市で事務処理

有害物質使用特定施設にお
ける調査等

届出

調査の命令

調査結果の

報告

届出

調査の命令
（汚染のおそれ

がある場合）

調査結果の

報告

通知

届出
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項目 根拠法令等 対象（条件） 担当窓口

令和元年
県条例第２６号

　土砂等の埋立て等を行おうとする者は、3,000㎡以上
かつ高さ1mを超える埋立て等を行おうとするときは、
埋立て等区域ごとに、条例第９条の規定によりあらか
じめ知事の許可を受けなければならない。
　また、許可申請に先立って、埋立て等区域の周辺地
域の住民に対し、申請書の内容を周知させるための
説明会を申請を行う日の30日前までに開催する必要
がある。

・県大気・水環境課
・県各地域防災総合事務
所・地域活性化局

土
地
造
成

三重県土砂等の埋立て等の規
制に関する条例
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提出時期 備考 事務の流れ
工事着手前 土砂等の埋立て等の許可申請

（条例第12条）
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項目 根拠法令等 対象（条件） 担当窓口
・県地球温暖化対策課

三重県環境影響評価条例

平成10年
県条例第４９号

　【対象事業（造成事業）】

 　　→環境影響評価を実施
(1)施行区域（※）の面積が20ha以上のもの

　【準対象事業（造成事業）】

　　→簡易的環境影響評価を実施
(1)施行区域（※）の面積が10ha以上のもの

　事業者が対象事業（環境に著しい影響を及ぼすおそ
れのある事業）を実施するにあたって、あらかじめ、事
業者の責任と負担で、環境へどのような影響を及ぼす
かを調べて公表し、住民等、知事、市町長がそれに対
して意見を述べることによって、事業者自らが環境に
配慮して事業を実施するといった一連の手続きを定め
ている。

※「施行区域」とは、事業を実施するため必要となる全
区域を意味し、事業を実施するため取得をするが土地
の形状変更は行わない残置森林等も含まれます。な
お、面積は工業専用地域を除きます。

土
地
造
成

(2)自然公園特別地域内又は県自然環境保全地域特
別地区内は10ha以上のもの

(2)自然公園特別地域内又は県自然環境保全地域特
別地区内は5ha以上のもの

※自然公園特別保護地区又は海域公園地区で実施さ
れる事業については、規模に関係なく対象となります。
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提出時期 備考 事務の流れ

※対象事業の場合 【事業者】 【地方公共団体】

　　環境影響評価の実施

　　（条例第１２条） ・ ・

・

・

・

・ 意見書の提出 ・

・ 意見書の写し・ ・

見解書の送付 ・

・ 市町長意見の提出 ・ ・

・ 知事意見の提出 ・ ・

送付 ・ ・

・

公告・縦覧 ・

・

・ 意見書の提出 ・

・ 意見書の写し・ ・ ・

見解書の送付 ・

・ 市町長意見の提出 ・

・ 写し

・

・ 知事意見の提出 ・ ・

・ 評価書の送付 ・ ・

・

・

送付 ・ ・

・

※準対象事業の場合 【事業者】 【地方公共団体】

　簡易的環境影響評価の実施
　　（条例第３８条）

送付 ・ ・

・

公告・縦覧 ・

・

・ 意見書の提出 ・

・ 意見書の写し・ ・

見解書の送付 ・

・ 市町長意見の提出 ・

・ 写し

・ 知事意見の提出 ・ ・

・ 措置報告書の送付 ・ ・

・

・

方 法 書 の 作 成

説 明 会 開 催

【住民】

（県）

閲覧

【 事 業 の 実 施 】

（市町）

一連の手続きを完
了するのに約２～３
年を要す

公 表

閲覧

公告・縦覧

閲覧

方法書の公告・縦覧

一連の手続きを完
了するのに約半年
～１年を要す

三重県環境影響評価条例

聴 取 会

（県）

説 明 会 開 催

閲覧

閲覧

項目・手法の選定

準 備 書 の 作 成

【 事 業 の 実 施 】

意見陳述

【住民】

閲覧

措置報告書の作成

閲覧

評 価 書 の 作 成

説 明 会 開 催

（市町）

簡易評価書の作成 閲覧

事後調査報告書の作成 閲覧

閲覧

送付

環境影響評価の実施

事後調査の実施

簡易的環境影響評価の実施

環境影響評価の実施

事後調査の実施

簡易的環境影響評価の実施
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項目 根拠法令等 対象（条件） 担当窓口

平１４．７．１２
法律第８８号

・県治山林道課
森林法 （2haを超える開発行為）

・県各農林（水産）事務所

昭２６．６．２６ （2ha以下の開発行為）

法律第２４９号

・各市町

・県治山林道課

・県農地調整課
農業振興地域の整備に

関する法律

昭４４．７．１ ・各市町
法律第５８号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟
の適正化に関する法律

鳥獣保護区特別保護地区内において、水面の埋立、
干拓、立木竹の伐採または工作物等を設置しようとす
る時、鳥獣の保護に支障をおよぼす恐れがある行為
であるか、許可基準に適合しているどうか審査する。

土
地
造
成

　農用地等以外の用途に供することを目的として、農
用地区域内の土地を農用地区域から除外するために
行う農用地区域の変更。

　解除予定告示の日から３０日以内に異議意見書の
提出がなかった場合、保安林内作業許可を受け着工
する。

　保安林を転用する場合は、原則として農林水産大臣
（１～３号保安林）または知事（４号以下保安林）の指
定の解除を受けなければならない。

　地域森林計画の対象となっている民有林（保安林、
保安施設地区を除く）の立木を伐採するには、その土
地の所在する市町長に届出書を提出しなければなら
ない。

　地域森林計画の対象となっている民有林（保安林、
保安施設地区、海岸保全区域を除く）において１ha（太
陽光発電設備を設置する場合は0.5ha）を超える開発
行為をしようとする者は知事の許可を受けなければな
らない。

　ただし、開発行為を行う者が、森林法第１０条の２第
１項ただし書（国又は地方公共団体等）に該当する場
合又は森林法施行規則第５条に該当する事業として
実施するものは知事へ届出を行う。

　ただし、森林法における開発行為の許可を受けた者
が許可に係る開発行為をする場合等、森林法第１０条
の８第１項に該当する場合は届出書の提出を要しな
い。

・県各農林（水産）事務所

・県各農林水産（農政・農
林）事務所

　保安林の指定目的の達成に支障のない範囲での小
規模又は一時的な行為等は、（保安林の解除によら
ず）森林法第34条第2項の規定による知事の許可を受
けなければならない。

・県各農林（水産）事務所

9



提出時期 備考 事務の流れ
工事着手前

（法第２９条第７項）

工事着手前 開発行為の許可
　（法第１０条の２）

諮問
森林審議会諮問案件の場合

（開発面積10ha・20ha以上）

※開発目的によって異なる

答申

伐採及び伐採後の造林の届出

　（法第１０条の８） （各市町）

工事着手前 保安林の解除、作業許可

　（法第２６条・３４条）

工事着手前 保安林の作業許可

　（法第34条第2項）

各市町の定める時期 農業振興地域整備計画の変更 農業振興地域整備計画の変更

（法第１３条）
東海農政局

農地調整課

⑩決定公告

市町（案作成）

⑦公告縦覧

事業者

鳥獣保護区特別保護地区内
における行為の許可

申出者

申

請

者

申

請

者

届 出 者

各市町担当課

伐採を開始する日
の30日～90日前ま
での間

農協、農業委
員会、土地改
良区等

県各農林（水産）事務所

治

山

林

道

課

森
林
審
議
会

各農林水産（農政・農林水産）事務所

事業者 県各農林（水産）事務所

申請

許可

保安林内作業許可申請

解除予定通知

許可

解除申請

解除予定通知

進達

市 町

森林審議会

答
申

諮
問

(１ha以上)

農

林

水

産

省

①申出

⑧本協議
⑨回答
（同意） ②意見

の聴取

⑤回答

⑥事前相
談の回答

農

林

水

産

省

④協議（4haを超える農
地を含む場合は農政
局との協議が必要）

③事前
相談

届出

申請

許可

意見

市

治
山
林
道
課

県
各
農
林
（
水
産
）
事
務
所

申請

許可
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項目 根拠法令等 対象（条件） 担当窓口
・県農地調整課

農地法 ・各市町農業委員会

昭２７．７．１５ 許可権者
法律第２２９号 〇面積　20,000㎡以下

　知事、指定市町村長、
　指定市町長（権譲移譲を受けた）農業委員会会長、

〇面積　20,000㎡超～40,000㎡以下
　知事、指定市町村長
〇面積　40,000㎡超
　知事、指定市町村長　（大臣と事前協議要）

※大臣が指定する市町村（指定市町村）
　すべての面積について、市町村長または
　農業委員会会長が許可権者となる。
（指定市町村）

　津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、
名張市、亀山市、鳥羽市、伊賀市、東員町、朝日町、
多気町、明和町、大台町、玉城町、度会町、大紀町、
南伊勢町

（権限移譲を受けた市の農業委員会）
　志摩市

土
地
造
成

　農地を農地以外の用途に転用する場合は許可
を受けなければならない。
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提出時期 備考 事務の流れ
農地転用前 農地転用の制限 農地転用許可手続き

　 　（法第４条・５条）
ア 農業委員会長許可

（農地面積２ｈａ以下で権限移譲を受けた場合）

　

イ 知事許可

指定市町村許可

⑥概要書送付

⑧許可・不許可の通知

申　　請　　者

市街化区域外の農地２ｈａ以下

４ｈａ以下は⑤の後、⑧の事務か
ら実施

東海農政局

農　　業　　委　　員　　会 農業会議　常設審議委員会

農　　業　　委　　員　　会

農業会議　常設審議委員会

　（農地転用及び転用のため
の権利移動許可申請）

②③は30ａ超等の審議の必要な
案件のみ

農地調整課　　市町（農地部局）

②③は30ａ超等の審議の必要な
案件のみ

申　　請　　者 ※４ｈａ超の場合⑥⑦の東海農政
局との協議事務が必要市街化区域外

③回答②意見聴取

④許可
①申請書の
提出

⑤工事進捗
状況報告

⑦協議
の回答

③回答

②意見聴取
（⑧）許可書送付

（⑧）許可書送付

①申請書の
提出

⑪工事進捗

⑤意見書送付
④申請書送付
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項目 根拠法令等 対象（条件） 担当窓口
・各市町

・国土交通省各工事事務所

道路法 ・県各建設事務所
昭２７．６．１０ ・各市町
法律第１８０号

・国土交通省各工事事務所

・県各建設事務所

・各市町

・国土交通省各工事事務所

河川法 ・県各建設事務所
・各市町

昭３９．７．１０
法律第１６７号

・国土交通省各工事事務所

・県各建設事務所
・各市町

・県港湾・海岸課
海岸法 ・県各建設事務所

昭３１．５．１２ ・県水産基盤整備課
法律第１０１号

海岸法施行令 （１）土石（砂を含む）の採取

昭３１．１１．７
政令第３３２号

海岸法施行細則

昭４３．１２．１３
三重県規則第５７号

（１）土石（砂を含む）の採取

・県港湾・海岸課
三重県一般海域等管理規則 ・県各建設事務所

昭４３．１１．１
三重県規則第５２号

　一般海域等（国有財産法第３条第２項第２号に規定
する公共用財産のうち、知事に管理が委任されている
海岸、海浜及び海域であって、海岸法、河川法、港湾
法、漁港法及び森林法の適用されない区域若しくは海
岸保全区域内又は一般公共海岸区域の水面）を使用
し、又は収益しようとする者は知事の許可を受けるこ
と。

（載荷重が１平方メートルにつき、１０トン以内の盛土を
除く。）

一般公共海岸区域（水面を除く。）内で施設又は工作
物を設けて占用する場合は海岸管理者の許可を受け
ること。

　河川保全区域（河川区域界から、堤内側へ最大５０
ｍの範囲内で、河川管理者が定める幅の土地）内にお
いて、土地の掘削、盛土又は切土その他の形状を変
更する行為及び工作物の新築又は改築を行おうとす
る場合には河川管理者の許可を受けること。

（載荷重が１平方メートルにつき、１０トン以内の盛土を
除く。）

一般公共海岸区域内で下記の行為をする場合は海岸
管理者の許可を受けること。

海岸保全区域内で下記の行為をする場合は海岸管理
者の許可を受けること。

　河川区域内において、土地の掘削、盛土又は切土そ
の他の形状を変更する行為及び工作物の新築・改築
又は除却しようとする場合には、河川管理者の許可を
受けること。

　河川区域内の土地を占用しようとするときは、河川管
理者の許可を受けること。

（２）公共海岸の土地以外の土地における海岸保全施
設以外の施設又は工作物の新設又は改築

（載荷重が１平方メートルにつき、１０トン以内の新設
又は改築を除く。）

土
地
造
成

（３）土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為
をすること。

（地表から深さ１．５メートル以内の土地の掘削又は切
土を除く。（海岸保全施設から５メートル以内の土地の
掘削又は切土を除く。）)

・県各農林水産事務所
（農地海岸または漁港区
域に接する海岸保全区域
（公共海岸の土地に限
る。）に係るもの）

（２）土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為
をすること。

（地表から深さ１．５メートル以内の土地の掘削又は切
土を除く。)

公共用財産に関する
市・町の条例

　開発区域内にいわゆる里道等の公共用財産の介在
する場合には当該財産について用途廃止を受ける等
の財産整理を開発許可前に完了しなくてはならない。

海岸保全区域（公共海岸の土地に限る。）内で海岸保
全施設以外の施設又は工作物を設けて占用する場合
は海岸管理者の許可を受けること。

　道路区域内において、土地の形状を変更しようとす
るとき、又は道路に一定の工作物、物件又は施設を設
け、継続して道路を使用しようとするときは、道路管理
者の承認又は許可を受けること。
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提出時期 備考 事務の流れ
工事着手前 公共用財産の用途廃止、付替

工事着手前

工事着手前 　河川区域内の土地の占用
（法第２４条）

工事着手前

（法第２６条・第２７条）

工事着手前

（法第５５条）

工事着手前
【県土整備部管理区域】

【農林水産部管理区域】
（農地海岸）

(漁港区域に接する海岸保全区域（公共海岸の土地に限る。））

工事着手前

申 請 者

各建設事務所等

申 請 者

港湾・海岸課

各建設事務所

水産基盤整備課

申 請 者

市　・　町

申 請 者

申 請 者

各建設事務所等

海岸保全区域内の土地の占
用の許可（法第７条）

道路の占用の許可（法第３２
条）

河川保全区域内の土地の掘
削、工作物の新築等の許可

一般公共海岸区域内の行為
の制限（法第３７条の５）

港湾・海岸課

海岸保全区域内の行為の制
限（法第８条）（施行令第２条）

　河川区域内の土地の掘削、
工作物の新築等の許可

一般公共海岸区域内の占用
許可（法第３７条の４）

道路管理者以外の者の行う工
事の承認（法第２４条 ）

一般海域等の使用又は収益
の許可（規則第３条）

各建設事務所等

申 請 者

各建設事務所

申 請 者

各建設事務所等

申 請 者

各農林水産事務所

申 請 者

各農林水産事務所

申請

申請 許可・承認

申請 許可

申請 許可

申請

副申

許可

許可

申請

副申

許可

許可

申請 許可

申請 許可

申請

副申

許可

許可
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項目 根拠法令等 対象（条件） 担当窓口
・県港湾・海岸課

港湾法 ・県各建設事務所
昭２５．５．３１ ・四日市港管理組合
法律第２１８号 (1)　港湾区域内の水域又は公共空地の占用

港湾法施行令
昭２６．１．１９

政令第４号

昭４１．７．８

三重県規則第３３号 (5)　港湾管理者が指定する廃物の投棄

(6)　揚水施設の建設又は改良

・県港湾・海岸課

港湾法 ・県各建設事務所

・四日市港管理組合
昭２５．５．３１

法律第２１８号

港湾法施行令 (2)　廃棄物処理施設の建設又は改良

昭２６．１．１９
政令第４号 (3)　工場又は事業場の新設又は増設

(4)　危険物取扱施設の建設又は改良

(5)　揚水施設の建設又は改良

・県港湾・海岸課

港湾法 ・県各建設事務所

昭２５．５．３１ ・四日市港管理組合

法律第２１８号

昭４０．８．１０

三重県条例第４０号

昭４１．１．２８
三重県規則第５号

・県水産基盤整備課
・県各農林水産事務所

昭２５．５．２
法律第１３７号

（２）土砂の採取
（３）土地の堀削若しくは盛土
（４）汚水の放流若しくは汚物の放棄

昭２５．７．２９

政令第２３９号

昭４８．６．２９
三重県規則第４３号

・県水産基盤整備課
三重県漁港管理条例 ・県各農林水産事務所

（１）県の管理する漁港施設の占用

昭３８．１２．２７
条例第６３号

土
地
造
成

（工業用水法及び建築物揚水地下水の採取の規制に
関する法律の規制対象となるものは除く。）

(1)　工作物の建設若しくは改良（水面又は土地の占用
を伴うものを除く。）

　次の行為をしようとする者は知事の認可を受けるこ
と。

（２）県の管理する漁港施設に定着する工作物の新
築、増築、若しくは除去

(2)　港湾区域内の水域又は公共空地における土砂の
採取

(4)　港湾管理者が指定する護岸、堤防、岸壁、さん橋
又は物揚場の水際線から20メートル以内の地域にお
いてする構築物の建設又は改築

　港湾区域内において又は港湾隣接地域内におい
て、次の各号の一に掲げる行為をしようとする場合
は、港湾管理者の許可を受けること。

港湾区域及び港湾隣接地域内にお
ける行為の規制に関する規則

（専ら当該工場又は事業場において発生する廃棄物を
処理をするためのものを除く。）

（工業用水法及び建築物揚水地下水の採取の規制に
関する法律の規制対象となるものは除く。）

(1)　水域施設、運河、用水きょ又は排水きょの建設又
は改良

(3)　水域施設、外かく施設、けい留施設、運河、用水
きょ又は排水きょの建設又は改良（(1)の占用を伴うも
のを除く）

　三重県の管理する港湾の臨港地区内の分区の区域
内において、構築物の建設（改築、用途変更を含む。）
をしようとする場合は、港湾管理者の許可を得ること。

三重県の管理する港湾の臨港地
区内の分区における構築物の規

制条例

三重県の管理する港湾の臨港地
区内の分区における構築物の規

制条例施行規則

（床面積の合計にあっては２，５００㎡以上、敷地面積
にあっては５，０００㎡以上）

　漁港区域内の水域又は公共空地において、次の各
号の一に掲げる行為をしようとする場合は、漁港管理
者の許可を受けること。

　臨港地区内において、次の各号の一に掲げる行為を
しようとする場合は、当該行為に係る工事の開始の日
の60日前までに国土交通省令で定めるところにより、
その旨を港湾管理者の長に届け出ること。

漁港及び漁場の整備等に関する
法律

漁港及び漁場の整備等に関する
法律施行規則

（５）水面若しくは土地の一部の占用（公有水面の埋立
による場合を除く。）

漁港及び漁場の整備等に関する
法律施行令
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提出時期 備考 事務の流れ
工事前着手 港湾区域内の工事等の許可

（法第３７条）
（施行令第１４条）

※四日市港については四日市港管理組合で事務処理

（法第３８条の２）
（施行令第１５条の２）

（　　　　　〃　　　　　３）

（　　　　　〃　　　　　４）

※四日市港については四日市港管理組合で事務処理

工事着手前 分区内の規制

（法第４０条）

（条例第３条）

※四日市港については四日市港管理組合で事務処理

工事着手前 漁港区域内の占用等の許可

（法第３９条）

工事着手前 条例第１２条

臨港地区内における行為の届
出等

各建設事務所

各建設事務所

港湾・海岸課

各農林水産事務所

水産基盤整備課

申 請 者

各農林水産事務所

水産基盤整備課

申 請 者

各建設事務所

申 請 者

工事着手の６０日
前まで

申 請 者

港湾・海岸課

申 請 者

港湾・海岸課

申請

副申

届出

進達

許可

許可

申請

副申

許可

許可

申請

副申

許可

許可

申請

副申

許可

許可
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項目 根拠法令等 対象（条件） 担当窓口
・県各建設事務所

砂防法

明３０．３．３０

法律第２９号

改正平２５．１１．２２
法律第７６号

・県各建設事務所

昭４４．７．１

法律第５７号

改正平１７．７．６

法律第８２号

・県農業基盤整備課

地すべり等防止法 ・県治山林道課

昭３３．３．３１

法律第３０号

・県各建設事務所
改正平２９．６．２

法律第４５号

・県各建設事務所

平１２．５．８

法律第５７号

改正平２９．５．１９

法律第３１号

・県各建設事務所

三重県土採取規制条例

平１３．３．２７

条例第８号

改正平１７．１０．２１
条例第６７号

・県建築開発課

都市計画法 ・県各建設事務所

・各市町

昭４３．６．１５
法律第１００号

改正令３．５．１０
法律第３１号

・桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市は権限市

土
地
造
成

・県各農林水産
　（農政・農林）事務所

・非線引き区域内で1,000㎡又は3,000㎡以上（市町に
よって異なる）の開発行為をしようとする者

・土の採取（切土、床掘その他土地を掘削することをい
う）

土砂災害警戒区域等における土
砂災害防止対策の推進に関する
法律

　次の行為をしようとする者は知事の許可を受けなけ
ればならない。

・市街化調整区域内で開発行為または建築行為をしよ
うとする者

・ただし、法令等に基づく許可、認可等に係る土の採取
や事業の区域が1,000㎡未満のものについては、適用
除外となる。

　砂防指定地内において、土地の掘削、盛土、切土そ
の他土地の形状を変更する行為や建築物その他の工
作物の新築、増築、改築又は移転その他治水上砂防
のため支障のある行為をするときは、あらかじめ知事
の許可を受けなければならない。

　土砂災害特別警戒区域内において、都市計画法第４
条第１２項の開発行為で当該開発行為をする土地の
区域内において建築が予定されている建築物（当該区
域が特別警戒区域の内外にわたる場合においては、
特別警戒区域外において建築が予定されている建築
物を除く。）の用途が制限用途（住宅（自己の居住の用
に供するものを除く）並びに高齢者、障害者、乳幼児そ
の他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会
福祉施設、学校及び医療施設以外の用途でないもの）
であるものをしようとする者はあらかじめ、知事の許可
を受けなければならない。

・市街化区域内で、500㎡又は1000㎡（市町によって異
なる）の開発行為をしようとする者

　地すべり防止区域内において、地下水・地表水を誘
致又は停滞させる行為、地すべり防止施設以外の施
設・工作物の新築・改良（載荷重１㎡あたり１０ｔ以上）、
のり切・切土等の地すべりの防止を阻害したり、地す
べりを助長・誘発する行為をしようとするときは、あらか
じめ知事の許可を受けなければならない。

　なお、当該区域における開発行為については原則と
して好ましくないので、事前に協議すること。

・都市計画区域及び準都市計画区域外で1ha以上の
開発行為をしようとする者

　なお、市街化調整区域内において許可されるために
は、法３４条等の立地基準に合致する必要がある。

　急傾斜地崩壊危険区域内において、土地の掘削、の
り切、切盛土など急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発
するおそれのある行為をしようとするときは、あらかじ
め知事の許可を受けなければならない。

　次の行為をしようとする者は知事の認可を受けなけ
ればならない。

急傾斜地の崩壊による災害の
防止に関する法律
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提出時期 備考 事務の流れ
工事着手前 法第４条

・砂防指定地内行為許可申請

工事着手前 法第７条

工事着手前 法第１８条

工事着手前 法第１０条

・特定開発行為の制限

着工前 条例第６条
・土の採取行為の認可申請

着工前 開発行為の許可（法第２９条）

工事完了検査

完了公告

(桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市)

工事完了検査

完了公告

許

可

各農林水産
（農政・農林）事務所 各建設事務所

農業基盤整備課
治 山 林 道 課

【農林水産部管理区域】 【県土整備部管理区域】

地すべり防止区域内制限行為
許可申請

申

請

者

申

請

者

市 町

市 町

市 開 発 審 査 会

市町

開 発 事 業 者

工事完了

申

請

者
防災砂防課

申

請

者

各
建
設
事
務
所

各
建
設
事
務
所

工事完了

許

可

工事着工

市街化調整区域→開発行為
原則として禁止(同法第３４条)

工事着工

許

可

市 町

申 請 者 申 請 者

市街化調整区域→建築行為
原則として禁止(同法第４３条)

市街化区域→開発行為の許
可制

開 発 審 査 会

許

可

開 発 事 業 者

建 築 開 発 課

各建設事務所

各
建
設
事
務
所

市町

急傾斜地崩壊危険区域内行
為許可申請

・三重県砂防指定地等管理条
例第４条

各
建
設
事
務
所

許
可
申
請

市町

許 可

着 手 届

完 了 届

完了検査

送付(意見書)

許
可
申
請

市町

許 可

着 手 届

完 了 届

完了検査

送付(意見書)

許 可

工事完了届出

完了検査・検査済証交付

完了検査

申請
意見聴取

意見提出

工事完了公告

申請

意見書

進達
付議

（法34条14号又は令36条1項3号ﾎの場合）

申請
付議

（法34条14号又は令36条1項3号ﾎの場合）

市町市町

認 可

廃 止 届

申 請

通 知

許可申請

送付(意見書)

副申

許可申請

送付(意見書)
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項目 根拠法令等 対象（条件） 担当窓口
・県建築開発課
・県各建設事務所

・桑名市、鈴鹿市、津市、松阪市は権限市 ・各市町
昭４７．１０．６

条例第４１号

改正令５．３．２０
条例第１５号

・県家庭福祉・施設整備課

平11．3．19

条例第2号

・県都市政策課

・各市町
景観法

平16.6.18法律第110号

平30.6.8法律第41号

三重県景観づくり条例

平19.10.20条例第66号

（津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、
亀山市、鳥羽市、志摩市、伊賀市については、独自に
対象規模を定めているため、それぞれ確認が必要）

文化財保護法

昭２５．５．３０ ・各市町文化財担当部局

法律第２１４号

三重県文化財保護条例

昭３２．１２．２８

条例第７２号

関係市町文化財保護条例

文化財保護法
・各市町文化財担当部局

昭２５．５．３０

法律第２１４号

・特定行政庁（津市、松阪
市、四日市市、鈴鹿市、
桑名市）

三重県ユニバーサルデザインの
まちづくり推進条例

　国指定の重要文化財・史跡・名勝・天然記念物等の
現状変更、又はその保存に影響を及ぼす行為を行う
場合は、文化庁長官の許可を受けなければならない。

・県教育委員会社会教
育・文化財保護課

　市町指定の有形文化財、史跡、名勝、天然記念物等
の現状変更又はその保存に影響を及ぼす行為を行う
場合は、市町の文化財保護に関する事務を所管する
長の許可を受けなければならない。

三重県宅地開発事業の基準に
関する条例

　開発行為等において、歩道、公園緑地を設置しようと
する者は、その計画について、あらかじめ知事と協議
すること。

　三重県景観計画の区域内で、以下の規模の開発行
為または土地の開墾その他の土地の形質の変更、土
石の採取及び鉱物の掘採を行う場合
（津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、
亀山市、鳥羽市、志摩市、伊賀市については、独自に
景観計画を定めているため、それぞれ確認が必要）

　工場用地内の埋蔵文化財の包蔵地の有無を、市町
文化財担当部局において確認すると共に指導を受け
ること。

・県教育委員会社会教
育・文化財保護課

　　埋蔵文化財の包蔵地を発掘しようとする場合は市
町文化財担当部局を経由して三重県教育委員会教育
長へ届け出が必要。

　県指定の有形文化財・史跡・名勝・天然記念物等の
現状変更、又はその保存に影響を及ぼす行為を行う
場合は、県教育委員会の許可を受けなければならな
い。

対象規模：行為に係る土地の面積3,000㎡超、又は、
行為に伴い生じる擁壁・法面が高さ5m超かつ長さ10m
超

　都市計画区域外における０．３ha以上１ha未満の宅
地開発事業は知事の確認を受けなければならない。

土
地
造
成

　　遺跡（埋蔵文化財）を発見した場合は現状変更を行
わず、届け出なければならない。
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提出時期 備考 事務の流れ
着工前 宅地開発の設計の確認

(桑名市、鈴鹿市、津市、松阪市)

工事着工前 ・事前協議（条例第２１条第１項）

・工事完了届出（条例第２２条）

・適合証交付（条例第１９条）

工事着手３０日前 ・内容により、期間短縮可能

着手前 現状変更等の制限
　（法第４３条第１項）

　（法第８１条第１項）

　（条例第１６条第１項） 市町指定文化財

　（条例第３９条第１項）

　（関係市町条例等） 県指定文化財

国指定文化財

着手前６０日 埋蔵文化財の発掘
（法第９３条） (１) 遺跡がある場合
遺跡の発見の届け出 ・遺跡地図を確認

（法第９６条の１） ・計画事前協議

・発掘届（６０日前）

(２) 工事中に遺跡を発見

・遺跡発見届（すみやかに）

家庭福祉・施設整備課

家庭福祉・施設整備課

確
認 市 町

市町文化財担当部局

申 請 者

通
知

建 築 主 等

工事完了検査

完了公告

開 発 事 業 者 工事着工

開 発 事 業 者 工事着工

市

建 築 主 等

市 町

申 請 者

各 市 担 当 課

市 町

確
認

完了公告

建 築 主 等建 築 主 等

（桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市）

申 請 者

各 市 担 当 課

工事完了

工事完了検査

各建設事務所

社会教育・文化財保護課

県 教 育 委 員 会

工事完了

通
知

（津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、
鈴鹿市、亀山市、鳥羽市、志摩市、伊賀市）

各市担当課

文 化 庁

都市政策課

社会教育・文化財保護課

市町文化財担当部局

事 業 者

文化審議会

県 教 育 委 員 会

申請

進達

申請

申請・届出

進達

【
工
事
完
了
届
出
】

【
事
前
協
議
】

申請・届出通
知
等

通
知
等

申請 申請
交
付

交
付

申請

副申

副申

通知

通知

許可

回答

回答

確認

報告、照会

届出

進達

事
前
相
談

届出

事
前
相
談

諮問

答申
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項目 根拠法令等 対象（条件） 担当窓口
・県建築開発課

三重県ユニバーサルデザインの ・県各建設事務所
まちづくり推進条例 ・特定行政庁

　（津市、松阪市、
平１１．３．１９ 　　四日市市、鈴鹿市、

条例第２号 　　　　　　　　　　　桑名市）

改正令３.１２.２７

条例第５２号

・県各建設事務所

都市計画法 ・各市

昭43.6.15 

法律第100号 

改正平30.4.25

法律第22号

・県都市政策課

景観法
平16.6.18法律第110号 ・各市町
平30.6.8法律第41号

三重県景観づくり条例

平19.10.20条例第66号

確
認
申
請
等

②三重県景観計画の区域内で、以下の規模の工作物
の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更すること
となる修繕若しくは模様替又は色彩の変更を行う場合
（対象規模）
高さ13m超の煙突、鉄柱・木柱、装飾塔等の工作物、
高さ30m超の電線路用の鉄塔等
高さ5m超かつ長さ10m超の擁壁、さく、塀等
高さ13m超または築造面積1,000㎡超のｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝ
ﾄ、自動車車庫、処理施設等
高さ13m超または太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ（太陽光ﾊﾟﾈﾙ）の合
計面積1,000㎡超の太陽光発電施設
（津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、
亀山市、鳥羽市、志摩市、伊賀市については、独自に
対象規模を定めているため、それぞれ確認が必要）

　特定施設の新築等をしようとする者は、その計画に
ついて、建築確認手続き前に、あらかじめ知事と協議
すること。

　都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区
域内において建築物の建築をしようとする者は、知事
等の許可を受けなければならない。

①三重県景観計画の区域内で、以下の規模の建築物
の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更すること
となる修繕若しくは模様替又は色彩の変更を行う場合
対象規模：高さ13m超、または、建築面積1,000㎡超
（津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、
亀山市、鳥羽市、志摩市、伊賀市については、独自に
景観計画を定めているため、それぞれ確認が必要）
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提出時期 備考 事務の流れ
事前協議
　（条例第２１条第１項）

　（津市、松阪市、四日市市、鈴鹿市、桑名市）

建築確認申請前 法第５３条 （各町） （各市）

工事着手３０日前 ・内容により、期間短縮可能

申 請 者

各建設事務所

市 町

各市担当課都市政策課

通
知

特定施設の新築等
に係る建築確認手
続き前

各 建 設 事 務 所

建 築 開 発 課 ※

建 築 主 等

市 町

通
知

申 請 者

許
可 町

（津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、
鈴鹿市、亀山市、鳥羽市、志摩市、伊賀市）

申 請 者

建 築 主 等

市 町

※４階又は2,000㎡
以上の大規模建築
物等の場合

工 事 完 了

工事完了報告

工 事 着 工

申 請 者

許
可

各市担当課

工 事 着 工

工 事 完 了

工事完了報告

申請

送付助言・指導

送付

申請助言・指導

届出

進達

事
前
相
談

届出

事
前
相
談

申請

進達

申請
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項目 根拠法令等 対象（条件） 担当窓口
・県建築開発課

建築基準法 ・県各建設事務所

・各市町

昭２５．５．２４
法律第２０１号

改正令４.６.１７
法律第６９号

・県建築開発課

・県各建設事務所

平２７．７．８

法律第５３号

改正令４.６.１７

法律第６９号 ・県建築開発課

・県各建設事務所

項目 根拠法令等 対象（条件） 担当窓口
・各市町

工場立地法

昭３４．３．２０
法律第２４号

確
認
申
請
等

建築物のエネルギー消費性能の
向上等に関する法律

・名張市、亀山市、伊賀市
（一部の建築物のみ）

工
場
立
地
届

　敷地面積９，０００㎡以上、又は建築面積の合計３，０
００㎡以上の製造業に係る工場、又は事業場（特定工
場）を新設又は変更する場合は、敷地・生産施設・緑
地等の面積、配置等について届け出をすること。

・名張市、亀山市、伊賀市
（一部の建築物のみ）

・津市、四日市市、松阪
市、桑名市、鈴鹿市

　特定建築行為（新築で非住宅部分の床面積が300㎡
以上のもの、又は増改築に係る非住宅部分の床面積
が300㎡以上のもの）を行う場合は、所管行政庁又は
登録建築物エネルギー消費性能判定機関の建築物エ
ネルギー消費性能適合性判定を受けること。（適合性
判定通知書を建築確認申請の申請先に提出するこ
と。）
※【予定】法改正に伴い、令和７年４月１日以降に工事
着手する建築物の建築（新築・増改築）で、建築基準
法第６条第１項の規定に基づく確認を要するものにつ
いては、原則建築物エネルギー消費性能適合性判定
を受ける必要がある。

・津市、四日市市、松阪
市、桑名市、鈴鹿市

　建築物の新築、増築、改築又は移転等を行う場合、
建築物の敷地において擁壁等の工作物の新設又は増
設等を行う場合、又は昇降機等の建築設備の新設又
は増設を行う場合には、建築主事又は指定確認検査
機関の確認を受けること。

　適合義務の対象となる特定建築行為に該当するも
のを除く床面積が300㎡以上の新築又は増改築を行う
場合は、所管行政庁に届出を行うこと。
※【予定】法改正に伴い令和６年４月１日以降に工事
着手する建築物の建築については届出制度が廃止に
なる（届出不要）。
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提出時期 備考 事務の流れ
工事着工前

【建築確認申請】
①各市町を経由して三重県に提出する場合（②③の場合を除く）

②津市・四日市市・松阪市・桑名市・鈴鹿市の各市、

一部の建築物を名張市・亀山市・伊賀市の各市に提出する場合

③指定確認検査機関に提出の場合

【完了検査申請】

工事着工前 ・津市、四日市市、松阪市、桑名市、鈴鹿市

・名張市、亀山市、伊賀市（一部の建築物のみ）

（法第１２条）

建築物の建築に関する届出

（法第１９条） ・津市、四日市市、松阪市、桑名市、鈴鹿市

・名張市、亀山市、伊賀市（一部の建築物のみ）

提出時期 備考
工事着手前９０日 （各市町）

(2)内容により、期間短縮可能
各市町担当課

（建築開発室）

(1)勧告、変更命令がなけれ
ば、届出が受理された日から
９０日を経過した日から着手し
てよい。

建 築 主

建 築 開 発 課 ※

建 築 開 発 課 ※

事務の流れ

保 健 所

構造計算
適合性判
定機関

※4階又は2,000㎡以上
の大規模建築物等の
場合

確
認
済
証
交
付

所管行政
庁、登録建
築物エネル
ギー消費性
能判定機関

消 防 長

届 出 者

申 請 者

各市担当課、登録建
築物エネルギー消費
性能判定機関

申 請 者

建 築 開 発 課 ※

申 請 者

県各建設事務所・津市・
四日市市・松阪市・桑名
市・鈴鹿市・一部の建築
物のみ（名張市・亀山市・
伊賀市)、指定確認検査
機関に提出の場合

確
認
済
証
交
付

※4階又は2,000㎡以上
の大規模建築物等の場
合

各 市 担 当 課

津市・四日市市・松阪市・
桑名市・鈴鹿市・一部の
建築物のみ（名張市・亀
山市・伊賀市)、指定確認
検査機関に提出の場合

所管行政
庁、登録建
築物エネル
ギー消費性
能判定機関

保 健 所

工事の着手予定の
日の21日前

建築物のエネルギー消費性能
確保計画[適合性判定]

消 防 長

各 建 設 事 務 所登録建築物エネ
ルギー消費性能
判定機関

建　築　主 建　築　主建 築 主

建築物の建築等の確認申請
（法第６条）（同法第６条の２）
建築工事を完了したときは完
了検査申請（同法第７条）（同
法第７条の２)

※H１２からの中間検査につい
ては、現在、工場への適用は
ありません。

各 建 設 事 務 所 建 築 主

構造計算
適合性判
定機関

市 町

各建設事務所

※４階又は2,000㎡以上の大
規模建築物等の場合

申請

進達
同意又

は通知

通知

申請

通知

判定申請・通知
（大規模建築物等の場合）

同意又

は通知

申請

判定申請・通知
（大規模建築物等の場合）

進達

届出

進達 送付

副本返却

届出 副本返却

提出 判定通知 提出 判定通知

届出

受
理
書

送 付

提 出 判定通知

進 達

検査済証交付
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項目 根拠法令等 対象（条件） 担当窓口
【対象事業（工場又は事業場の新設又は増設】 ・県地球温暖化対策課

三重県環境影響評価条例 　(1)県内全域（（2）,（3）の地域を除く）

　　 ・排ガス量１０万㎥/時以上

（平成１０年三重県条例第４９号） 　　 ・排出水量（間接冷却水を除く。）５，０００㎥/日以上

　　 ・工場等の面積２０ha以上

　　※面積は工業専用地域を除きます。

　　・排ガス量２万㎥/時以上
　　・排出水量（間接冷却水を除く。）１，０００㎥/日以上
　　・工場等の面積１０ha以上

　　※面積は工業専用地域を除きます。

　（3）自然公園特別保護地区又は海域公園地区内
　　 ・規模に関係なく全て対象

・県地球温暖化対策課
三重県公害事前審査会条例

（昭和４７年三重県条例第３０号）

環
境
保
全

　工場又は事業場の新設又は増設に伴い、(1)市町長
からの審査の申請があったもの、(2)知事が審査を必
要と認めたものについて、公害防止に関する技術的事
項を審査する。

　(2)自然公園特別地域内又は県自然環境保全地域
特別地区内
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提出時期 備考 事務の流れ
環境影響評価の実施 三重県環境影響評価条例

（条例第１２条） 【事業者】 【地方公共団体】

・ ・

・

・

・

・ 意見書の提出 ・

・ 意見書の写し・ ・

見解書の送付 ・

・ 市町長意見の提出 ・ ・

・ 知事意見の提出 ・ ・

送付 ・ ・

・

公告・縦覧 ・

・

・ 意見書の提出 ・

・ 意見書の写し・ ・ ・

見解書の送付 ・

・ 市町長意見の提出 ・

・

・ 知事意見の提出 ・ ・

・ 評価書の送付 ・ ・

・

・

送付 ・ ・

・

工事着工前 公害事前審査の手続き

閲覧

【住民】

閲覧

知　　事

（市町）

意見陳述

閲覧

委員会議による承認

知　　事

申請市町長

市町長

事後調査報告書の作成

準 備 書 の 作 成

説 明 会 開 催

方 法 書 の 作 成

閲覧

小委員会による審査

閲覧

説 明 会 開 催

（県）

閲覧

方法書の公告・縦覧

公告・縦覧

【 事 業 の 実 施 】

聴 取 会

知事が必要と認める場合

委員会議（全体会議）
による審査

評 価 書 の 作 成

閲覧

一連の手続きを完
了するのに約２～３
年要す

項目・手法の選定

送付

環境影響評価の実施

事後調査の実施

（公害事前審査の申請）

公害事前審査会

（諮問）

既存工場の視察を含む

案件が軽易な場合は、会長の同意を得

て、小委員会の審査結果を審査会の審

査結果とすることができる。

（答申）

（審査結果の通知）
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項目 根拠法令等 対象（条件） 担当窓口

昭４５．１２．２５

法律第１３７号

平２０．１０．２４
条例第４１号

環
境
保
全

三重県産業廃棄物の適正な処
理の推進に関する条例

　産業廃棄物の処理施設の設置等を行おうとすると
き。

・県各地域防災総合事務
所又は地域活性化局廃棄物の処理及び清掃に

関する法律
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提出時期 備考 事務の流れ
工事着工前 合意形成手続の実施

（条例第２０条）

（法第１４条、第１４条の２）
（法第１４条の４、第１４条の５）

（法第１５条、第１５条の２の６）

産業廃棄物処理業の許可申請

専門的知識を有する者の意見聴取
審査

事業計画書の公告・縦覧

生 活 環 境 影 響 調 査

施設の設置許可

施設の使用前検査

説明会の開催

説明会実施概要の
作成・公告・縦覧

見解書の作成・公告・縦覧

合意形成手続終了報告

協議及び調整

産業廃棄物処理業の許可申
請

産業廃棄物処理施設の許可
申請

各
地
域
防
災
総
合
事
務
所
又
は
地
域
活
性
化
局

生活環境影響調査

事業計画書の作成

事前相談

審査

処理業の許可

利害関係者からの意見書の提出

行
政
関
係
機
関

産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 の 許 可 申 請

告 示 ・ 縦 覧 関係市町長からの意見聴取

（事業者）

周
辺
住
民
等

廃棄物対策課事業者
※各手続きの公告・縦覧に併
せて、インターネットによる公
表が必要です。

許可手続きの流れ

各地域防災総合事務所
又は地域活性化局

申請

許可

（最終処分場・焼却施設・ＰＣＢ処理施設・石綿施設に限る）

（許可対象施設）
（許可対象以外の施設）

廃棄物処理法に基づく

手続きフロー図

（注）最終処分場・焼却施設・ＰＣＢ

処理施設・石綿施設に限る。

（注）

条例に基づく手続きフロー図
※産業廃棄物処理業を行おうとする場合

提出

確認

提出

意見書の提出

調整

周知

参加

説明

周知

周知

照会・回答

手続終了通知

見解書に
対し再度
意見があ
れば繰返
し実施

意見書の提出
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項目 根拠法令等 対象（条件） 担当窓口

大気汚染防止法

昭４３．６．１０ ・各市町
法律第９７号

平１１．７．１６ ・各市町

法律第１０５号

（ばい煙・粉じん・ ・各市町
炭化水素系物質関係）

平１３．３．２７
県条例第７号

悪臭防止法 ・各市町

昭４６．６．１
法律第９１号

・各市町

騒音規制法

昭４３．６．１０
法律第９８号

・各市町

振動規制法
昭５１．６．１０

法律第６４号

（騒音関係）

平１３．３．２７ ・各市町
県条例第７号

（振動関係）

平１３．３．２７ ・各市町
県条例第７号

　アンモニア、メチルメルカプタン等、法に定める２２項
目の悪臭物質又は臭気指数については規制基準が定
められている。

　同第１８に規定する建設作業（法特定建設作業を除
く）を行う場合は、届出を行うこと。

・県各地域防災総合事務
所・地域活性化局

　指定地域内において法施行令別表第２に規定する
特定建設作業を行う場合は、届出を行うこと。

　施行令別表第１、第２に掲げる特定施設を設置又は
変更しようとする場合は、届出を行うこと。

・県各地域防災総合事務
所・地域活性化局

　施行令別表第２の２に掲げる特定粉じん（石綿）発生
施設を設置又は変更しようとする場合は、届出を行う
こと。

　施行令別表第６に掲げる指定物質排出施設につい
て、指定物質抑制基準が定められている。

　施行令別表第２に掲げるベルトコンベア等の一般粉
じん発生施設を設置又は変更しようとする場合は、届
出を行うこと。

　指定地域内に法施行令別表第１に規定する特定施
設を設置又は変更（軽微なものを除く）する場合は、届
出を行うこと。

　施行規則別表第６に規定する指定施設（法特定施設
を除く）を設置又は変更（軽微なものを除く）する場合
は、届出を行うこと。

・県各地域防災総合事務
所・地域活性化局

・県各地域防災総合事務
所・地域活性化局

　施行令別表第１に掲げるボイラー等のばい煙発生施
設を設置又は変更しようとする場合は、届出を行うこ
と。

　施行規則別表第３の３に掲げる水銀排出施設を設置
又は変更しようとする場合は、届出を行うこと。

　施行令別表第４の２に掲げる要排出抑制施設につい
て、自主的取組の遵守基準の作成、水銀測定、実施
状況及び評価の公表が定められている。

三重県生活環境の保全に
関する条例

　指定地域内に法施行令別表第１に規定する特定施
設を設置又は変更（軽微なものを除く）する場合は、届
出を行うこと。

　同第１８に規定する建設作業（法特定建設作業を除
く）を行う場合は、届出を行うこと。

　指定地域内において法施行令別表第２に規定する
特定建設作業を行う場合は、届出を行うこと。

　施行規則別表第１、第２及び第３に掲げる指定施設
を設置又は変更しようとする場合は、届出を行うこと。

　施行令別表第１の２に掲げる揮発性有機化合物とし
て使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設
（揮発性有機化合物を蒸発させるためのものに限る）
等の揮発性有機化合物排出施設を設置又は変更する
場合は、届出を行うこと。

環
境
保
全

三重県生活環境の保全に関する
条例

三重県生活環境の保全に関する
条例

　施行規則別表第５に規定する指定施設等（法特定施
設を除く）を設置又は変更（軽微なものを除く）する場
合は、届出を行うこと。

・県各地域防災総合事務
所・地域活性化局

ダイオキシン類対策特別措置法
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提出時期 備考 事務の流れ
工事着手前６０日

　　

工事着手前６０日

工事着手前

工事着手前６０日

工事着手前６０日

－ 届出制なし

－ 指定物質抑制基準 届出制なし

　（法附則第９項）

工事着手前60日 特定施設の設置の届出
（法第１２条第１項）
特定施設の変更等の届出
（法第１４条第１項）

（ばい煙） 指定施設の設置の届出

工事着手前60日 （条例第２３条）
指定施設の変更等の届出

（条例第２５条）

工事着手前

－ 悪臭物質の排出規制 届出制なし

（法第４条）

工事着手前３０日 特定施設の設置の届出

（法第６条）

作業開始前７日 特定建設作業の実施の届出
（法第１４条）

工事着手前３０日 特定施設の設置の届出
（法第６条）

作業開始前７日 特定建設作業の実施の届出
（法第１４条）

工事開始前３０日 指定施設の設置の届出
（条例第２３条）
指定施設の変更等の届出

（条例第２５条）
作業開始前７日 建設作業の実施の届出

条例第４８条
工事開始前３０日 指定施設の設置の届出

（条例第２３条）
指定施設の変更の届出

（条例第２５条） ※一部の町のみ
作業開始前７日 建設作業実施の届出

条例第４８条

※四日市市内において、
一般粉じん発生施設、工
場以外のばい煙、水銀排
出施設については市で事
務処理

届 出 者 届 出 者

一般粉じん発生施設の設置等
の届出（法第１８条） 県各地域防災総合事務

所・地域活性化局

特定粉じん発生施設の設置等
の届出（法第１８条の６）

届 出 者

県各地域防災総合事務
所・地域活性化局

市 町

市 町
揮発性有機化合物排出施設
の構造等の変更の届出（法１
７条の７）

水銀排出施設の設置の届出
（法第１８条の２８）

水銀排出施設の構造等の変
更の届出（法第１８条の３０）

要排出抑制施設の設置者の
自主的取組（法第１８条の３７）

ばい煙発生施設の設置の届
出（法第６条）

ばい煙発生施設の構造等の
変更の届出（法第８条）

揮発性有機化合物排出施設
の設置の届出（法１７条の５）

※四日市市内において、
粉じん発生施設、工場以
外のばい煙、粉じん発生
施設については市で事務
処理

（粉じん、炭化水素
系物質関係）

市 町

市 町
市 町

県各地域防災総合事務
所・地域活性化局

市 町

県各地域防災総合事務
所・地域活性化局

届 出 者

届 出 者

届 出 者

届
出

届出

進達 通知

届出

進達 通知

届
出

届出

進達

届出

進達 通知

期間短縮

指令書

期間短縮

指令書

期間短縮

指令書
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項目 根拠法令等 対象（条件） 担当窓口

水質汚濁防止法
昭４５．１２．２５
法律第１３８号 ・各市町

（水質関係）
平１３．３．２７ ・各市町
県条例第７号

平１３．３．２７ ・許可・届出地域の市町

県条例第７号

水道法

昭３２．６．１５

法律第１７７号

三重県水道事務取扱要領 ・各市、明和町

・各市

三重県小規模水道条例

平４．３．２７

県条例第２２号

三重県水道事務取扱要領 ・各市（亀山市、
鳥羽市、熊野市を除く。）

・県各建設事務所

河川法施行令
昭４０．２．１１
政令第１４号

　水道法の規定による「専用水道」を布設する場合は、
その工事に着手する前に、知事の確認が必要である。

・県各地域防災総合事務
所・地域活性化局

　水道法の規定による「簡易専用水道」について、受水
槽の有効容量が１０㎥を超える施設を設置した場合
は、知事に報告が必要である。

　河川に一日につき５０㎥以上の汚水を排出しようとす
る者は、あらかじめ排出に関する事項を河川管理者に
届け出なければならない。

・県各地域防災総合事務
所・地域活性化局

三重県生活環境の保全に関する
条例（地下水採取の規制）

　県小規模水道条例の規定による「小規模水道」を布
設する場合は、その工事に着手する前に、知事の確
認が必要である。

（平２５．４　三重県環境生活部
大気・水環境課）

・県各地域防災総合事務
所・地域活性化局

（平２５．４　三重県環境生活部
大気・水環境課）

環
境
保
全

　工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者
は、特定施設（施行令別表第１に掲げる施設）、有害
物質貯蔵指定施設及び指定地域特定施設を設置又
は変更しようとする場合は、届出を行うこと。

・県各地域防災総合事務
所・地域活性化局

・県各地域防災総合事務
所・地域活性化局

三重県生活環境の保全に関する
条例

　規則別表第４に掲げる指定施設を設置又は変更しよ
うとする場合は、届出を行うこと。

・県各地域防災総合事務
所・地域活性化局

　施行規則第６４条で規定する揚水設備を施行規則で
定める地域（第１号、第２号）で設置又は変更しようと
する場合は、許可を受けなければならない。なお、揚
水届出地域では、あらかじめ届出を要する。
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提出時期 備考 事務の流れ
工事着手６０日 特定施設等の設置の届出

前までに （法第５条）

（法第７条）
工事着手６０日 指定施設の設置の届出

前までに （条例第２３条）
指定施設の変更の届出
（条例第２５条）

工事を着手する前 確認申請

設置後、速やかに 簡易専用水道設置の報告

工事を着手する前 確認申請
事業者

県各地域防災総合事務所・地
域活性化局

各 建 設 事 務 所

県各地域防災総合事務
所・地域活性化局

事業者

事業者 各町

市 町

事業者

事業者

届出・申請者

排出をしようとする
とき

汚水の排出の届出（令第１６
条の５） 申 請 者

事業者 各市

（条例第５条、要領第２６で準
用する第１８）

【許可地域】
桑名市、木曽岬町、朝日町、
川越町、四日市市の定められ
た区域
（条例第５６条、第５９条）
【届出地域】
桑名市、四日市市、鈴鹿市、
津市、松阪市、伊勢市、鳥羽
市、朝日町、明和町の定めら
れた区域
（条例第６７条、第６９条）

（法第３２条、要領第18）

（法第３９条第３項、要領第２４
の１）

特定施設等の構造等の変更
の届出

設置又は変更しよ
うとする前

県各地域防災総合事務所・地
域活性化局

各市及び明和町

県各地域防災総合事務所・地域活性
化局

各市（亀山市、鳥羽市、熊野市を除く。）

届出

届
出
者

市
町

県
各
地
域
防
災
総
合
事

務
所
・
地
域
活
性
化
局

届出書３部 届出書１部

届出書１部（返）

届
出
者

四
日
市
市

届出書２部

届出書１部（返）

※四日市市にある事業所

期間短縮指令書

期間短縮指令書

届出・申請書

届出・申請書

届出・申請書

許可

報告
進達

報告

各町

(明和町を

除く。)

各市及び

明和町

申請

確認通知

申請

確認通知

亀山市、鳥

羽市、熊野

市及び各

各市(亀山

市、鳥羽市、

熊野市を

除く。)

申請

確認通知

申請

確認通知
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項目 根拠法令等 対象（条件） 担当窓口
・県消防・保安課

・県各地域防災総合事務
所・地域活性化局

高圧ガス保安法

昭２６．６．７

法律第２０４号

・県消防・保安課

消防法
昭２３．７．２４
法律第１８６号

  次の項目については、各消防本部にお問い合わせく ・所轄消防本部
ださい。
・上記以外の危険物の製造所等の設置に関すること。
・防火・防災管理者の選任、消防計画等に関すること。
・防火対象物・防災管理定期点検報告に関すること。
・防火対象物使用開始届出に関すること。
・消防用設備等の設置に関すること。

・火を使用する設備等の設置に関すること。
・圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始届
出に関すること。
・その他火災予防上必要な届出や申請に関すること。

  （ここに示した手続きは例示です。
　  詳細は各消防本部にお問い合わせ下さい。）

・所轄労働基準署
労働安全衛生法

昭４７．６．８
法律第57号

改正平１８．６．２
法律第57号 ボイラー・クレーン等の特定機械の設置・変更する場合 ・所轄労働基準署

　2つ以上の消防本部が所管する区域にわたる危険物
の移送取扱所を設置しようとする場合は、知事の許可
を受けること。

　高圧ガスの製造、貯蔵、販売、消費等をしようとする
場合は、許可を受けること、または届出をすること。

　危害予防規程、保安統括者等の選任、容器検査所
の登録、その他の高圧ガスに関する事については、消
防・保安課に確認すること。

(2)安全衛生規則で定める一定の機械等を設置・移転・
変更する場合

保
安

労
働
安
全

(1)特定の業種で電気使用設備の定格容量の合計が
300KW以上の事業場で建設物・機械等を設置・移転・
変更する場合
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提出時期 備考 事務の流れ

届出は、事業開始
の２０日前

※一部は地域機関

危険物施設の設置許可
　（法第１１条）

※一部は県

工事着手３０日前 労働安全衛生法第８８条

工事着手３０日前 労働安全衛生法第８８条 所轄労働基準署

工事着手の１５日
前 申請者

所轄消防本部等

高圧ガスの製造、貯蔵の許可
（法第５条第１項、第１６条）高
圧ガスの製造、貯蔵、販売、
消費の届出（法第５条第２項、
第１７条の２、第２０条の４、第
２４条の２）

申請又は届出者

消防・保安課等

申 請 者

高圧ガスの製造、貯
蔵、販売、消費等をし
ようとする前
※審査には標準処理
期間として１４日間を
要します。余裕をもっ
て申請してください

届
出

届出
許可申請・
検査申請

許
可

検
査

許可申請・
検査申請

許
可

検
査
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機　関　名 室　　　名 TEL 機　関　名 室　　　名 TEL

桑名地域防災総
合事務所

環境室 0594-24-3624
農政・農村基盤室
（地域農政課）

0597-23-3498

四日市地域防災
総合事務所

環境室 059-352-0593
（基盤整備課）

0597-23-3493

鈴鹿地域防災総
合事務所

環境室 059-382-8675 森林・林業室 0597-23-3502

津地域防災総合
事務所

環境室 059-223-5083 水産室 0597-23-3514

松阪地域防災総
合事務所

環境室 0598-50-0530 農政室 0597-89-6122

伊賀地域防災総
合事務所

環境室 0595-24-8078 農村基盤室 0597-89-6128

南勢志摩地域活
性化局

環境室 0596-27-5405 森林・林業室 0597-89-6134

紀北地域活性化
局

環境室 0597-23-3469 総務・管理室 0594-24-3662

紀南地域活性化
局

環境室 0597-89-6937 建築開発室 0594-24-3667

桑名農政事務所 農政室 0594-24-7421 総務・管理室 059-352-0667

農政室 059-352-0629 建築開発室 059-352-0684

農村基盤室 059-352-0646 鈴鹿建設事務所 総務・管理室 059-382-8683

森林・林業室 059-352-0655 津建設事務所 総務・管理室 059-223-5203

農政室 059-223-5102
総務・管理・建築室
（管理課）

0598-50-0586

森林・林業室 059-223-5085
（建築開発課）

0598-50-0587

水産室 059-223-5133 総務・管理室 0596-27-5202

農政室 0598-50-0515 建築開発室 0596-27-5210

森林・林業室 0598-50-0566
総務・管理・建築室
（管理課）

0599-43-9627

農政室 0596-27-5164
（建築開発課）

0599-43-9651

農村基盤室 0596-27-5171 総務・管理室 0595-24-8208

森林・林業室 0596-27-5265 建築開発室 0595-24-8239

水産室 0596-27-5191
総務・管理・建築室
（管理課）

0597-23-3527

農政室 0595-24-8108
（建築開発課）

0597-23-3546

農村基盤室 0595-24-8128
総務・管理・建築室
（管理課）

0597-89-6141

森林・林業室 0595-24-8143
（建築開発課）

0597-89-6148

津農林水産事務
所

松阪農林事務所

伊勢農林水産事
務所

伊賀農林事務所

松阪建設事務所

伊勢建設事務所

伊賀建設事務所

尾鷲建設事務所

熊野建設事務所

志摩建設事務所

関　係　県　地　域　機　関

四日市建設事務所

尾鷲農林水産事
務所

熊野農林事務所

桑名建設事務所

四日市農林事務
所



課　　　名 班　　名 TEL 課　　　名 班　　名 TEL

水資源・地域
プロジェクト課

水資源・土地利用班 059-224-2010
社会教育・
文化財保護課
（教育委員会）

記念物・
民俗文化財班

059-224-3328

農地調整課 農地班 059-224-2550 廃棄物対策課
廃棄物規制・審査
班

059-224-2475

地球温暖化対
策課

環境評価・活動班 059-224-2366 消防班 059-224-2108

大気環境班 059-224-2380 予防・保安班 059-224-2183

水環境班 059-224-2382 道路管理課 道路管理班 059-224-2675

生活排水・水道班 059-224-3145 河川課 河川管理班 059-224-2686

森林管理班 059-224-2573 港湾・海岸課 港湾海岸管理班 059-224-2700

治山班 059-224-2575 防災砂防課 砂防管理班 059-224-2705

みどり推進班 059-224-2513 都市計画班 059-224-2718

自然公園班 059-224-2627 景観・屋外広告班 059-224-2748

野生生物班 059-224-2578 建築審査班 059-224-2709

獣害対策課 捕獲管理班 059-224-2020 開発審査班 059-224-3087

農業基盤整備
課

農地防災班 059-224-2604 企業誘致班 059-224-2819

水産基盤整備
課

水産基盤管理班 059-224-2609 事業環境班 059-224-2024

家庭福祉・施
設整備課

施設整備・ユニ
バーサルデザイ
ン班

059-224-3349

消防・保安課

企業誘致推進
課

本　　庁　　関　　係　　課

大気・水環境
課

みどり共生推
進課

治山林道課

都市政策課

建築開発課



担 当 部 課 （室） 名 TEL

桑名市 企業誘致課 0594-24-1256

いなべ市 都市整備部　都市整備課 0594-86-7807

四日市市 商工農水部  工業振興課 059-354-8178

木曽岬町 総務政策課 0567-68-6100

東員町 政策課 0594-86-2811

菰野町 観光産業課　観光商工推進室 059-391-1129

朝日町 企画情報課 059-377-5663

川越町 企画情報課 059-366-7112

鈴鹿市 産業振興部　産業政策課 059-382-9045

亀山市 産業環境部　商工観光課 0595-84-5049

津地区 津   市 商工観光部　企業誘致課 059-236-3353

松阪市 産業文化部 企業誘致連携課 0598-53-4366

多気町 企画調整課 0598-38-1124

明和町 まちづくり戦略課 0596-52-7112

大台町 産業課 0598-82-3786

大紀町 商工観光課 0598-86-2243

伊勢市 産業観光部　商工労政課 0596-21-5633

鳥羽市 観光商工課 0599-25-1156

志摩市 観光経済部　経済課 0599-44-0010

玉城町 産業振興課 0596-58-8204

度会町 みらい安心課 0596-62-2423

南伊勢町 観光商工課 0596-77-0003

伊賀市 産業振興部　商工労働課　企業誘致推進室 0595-22-9727

名張市 産業部　商工経済室 0595-63-7824

尾鷲市 商工観光課　商工振興係 0597-23-8215

熊野市 商工・観光スポーツ課 0597-89-4111㈹

紀北町 企画課 0597-46-3113

御浜町 企画課 05979-3-0507

紀宝町 産業振興課 0735-33-0336

東紀州地区

松阪地区

伊勢地区

市 町 関 係 機 関

市 　町 　村 　名

桑名・四日市地区

鈴鹿・亀山 地区

伊賀地区



企業立地に関するお問い合せは

三重県　雇用経済部　企業誘致推進課
〒　514-8570
三重県津市広明町１３番地　　三重県庁８階
TEL　059-224-2819、2024
FAX  059-224-2221

三重県　雇用経済部　企業誘致推進課　東京事務所駐在
〒　102-0093
東京都千代田区平河町２丁目６番３号
TEL　03-5212-9065
FAX  03-5212-9066

三重県　関西事務所　企業誘致担当
〒　530-0001
大阪府大阪市北区梅田１丁目１１番４号
大阪駅前第４ビル８階８２０号室
TEL 06-6347-1932
FAX 06-6347-1935

URL  http://www.pref.mie.jp/KIGYORI/HP/index.htm

E-Mail kigyoyu@pref.mie.lg.jp 


